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新型コロナウイルス感染症への対応に当たっては、各学校においてさまざまな取り組み

を進めていただいていることに、心より感謝申し上げます。

しかしながら、東京都の感染者数は連日１００人を超えており、隣接する本県も予断を許

さない状況にあります。

各学校におかれましては、一人一人が「新しい生活様式」に照らし、感染及びその拡大の

リスクを可能な限り低減しつつ、教育活動を継続し、子どもたちの健やかな学びの保障に引き続きご尽力くだ

さいますようお願いいたします。

さて、令和２年７月１０日（金）から７月１９日（日）までの１０日間、「令和２年夏の交通安全運動」が

実施されます。

本年は、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う外出自粛等の影響で、人や車の流れが予想できない状況で

す。また、千葉県は、昨年交通事故死亡者数が全国で最も多い「ワースト」となっており、不名誉な記録から

の脱却を実現しなければなりません。

そこで、各学校においても、児童生徒、教職員に交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣づけ、

交通事故防止の徹底を図ってくださいますよう、お願い申し上げます。

○運動期間 令和２年７月１０日（金曜日）から 令和２年７月１９日（日曜日）まで

○重点目標 １ 子どもと高齢者の交通事故防止

２ 自転車の安全利用の推進（ちばサイクルールの広報）

３ 後部座席を含めたすべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

４ 飲酒運転の根絶

～飲酒運転は絶対しない、
させない、許さない～

千葉県は、飲酒運転による事故のうち死亡事故に至った人数は全国ワーストです。また、県内教職員も飲酒

運転により毎年のように処分されています。さらに、本管内においても、平成３０年度に２件、令和元年度に

１件の飲酒運転による懲戒処分事案が発生しています。

飲酒運転に起因する重大事故の危険性、飲酒が車の運転に及ぼす影響（悪質性、危険性）等について再認識

し、飲酒運転根絶に対する気運を高めていただくための資料としてご活用いただけると幸いです。
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家族への影響・・・ ３０代 男性

私は免許取消し処分となり、たくさんの人に迷惑をかけ、

助けてもらいました。

妻には出かけるときにいつも運転をしてもらい、子ども

たちも旅行など行けず、連休などの楽しい思い出を作って

あげられなかったことに本当に申し訳ないという気持ちで

一杯です。ある日、「パパはなんで免許なくなっちゃった

の？」といわれた時はとても心苦しい気持ちになりました。

飲酒運転をしたという苦い事実をかみしめた瞬間です。

路頭に迷う・・・ ６０代 男性

自宅で友人と飲酒し、友人をタクシーで帰した後に、友人

の忘れ物に気づいて、自家用車で届けに行く途中、職務質

問を受け、運転免許取消し処分になりました。今思うと、

なんで車で届けに行ってしまったのかと、後悔しています。

免許取り消しで困ったことは、会社を解雇され、毎日の

仕事や生活に支障が出て、仕事探しに奔走していましたが、

運転免許がないことと年齢で仕事が決まりません。本当に

免許をなくした不便さを痛切に感じていた毎日です。


